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第３ 避難、屋内退避等の防護措置の実施主体 
住民の避難等の措置を講ずるに当たっては、関係周辺市だけでなく、県、自衛隊等

防災関係機関の応援・協力のもと実施するものとする。 
関係周辺市は、県より避難等の防護対策の指示があった場合には、あらかじめ定め

る退避等措置計画により、住民が動揺・混乱しないよう、速やかに指示するものとす

る。 
 
第４ 避難、屋内退避等の防護措置の実施 

 １ 県は、警戒事態発生時には、ＵＰＺ内に滞在する一時滞在者に帰宅を呼びかける

よう関係周辺市に連絡する。 
 
１２ 県は、施設敷地緊急事態発生時には、国の要請または独自の判断により、ＵＰ

Ｚ内における屋内退避の準備を開始するよう関係周辺市に連絡する。 
 
２３ 県は、全面緊急事態に至ったことにより、内閣総理大臣が原子力緊急事態宣言

を発出した場合、国の要請または独自の判断により、関係周辺市に対し、屋内退避

の実施やＯＩＬに基づく防護措置の準備を行うよう要請するとともに、ＵＰＺ外の

市町に対し、関係周辺市が行う防護措置の準備への協力の要請ならびに必要に応じ

て、屋内退避を行う可能性がある旨の注意喚起を行う。 
また、県は、事態の規模、時間的な推移に応じて、国から避難等の予防的防護措

置を講じるよう指示された場合、緊急時モニタリング結果や、原子力災害対策指針

を踏まえた国の指導・助言、指示および放射性物質による汚染状況調査に基づき、

原子力災害対策指針に基づいたＯＩＬの値を超え、または超えるおそれがあると認

められる場合は、市町に対し、住民等に対する屋内退避または避難のための立退き

の勧告または指示の連絡、確認等必要な緊急事態応急対策を実施するとともに、住

民避難の支援が必要な場合には市町と連携し国に要請する。 
 

３４ 放射性物質が放出された後は、国は、地方公共団体に対し、緊急事態の状況に

より、ＯＩＬに基づく緊急時モニタリングの結果に応じて、地方公共団体が行う避

難、一時移転等の緊急事態応急対策の実施について、指示、助言等を行うこととさ

れている。国が指示を行うに当たり、国から事前に指示案を伝達された県の知事は、

当該指示案に対して速やかに意見を述べるものとする。また、県は、市町から求め

があった場合には、国による助言以外にも、避難指示または避難勧告の対象地域、

判断時期等について助言する。 

 

４５ 県は、緊急事態応急対策の実施のため緊急の必要があると認めるときは、運送

事業者である指定公共機関または指定地方公共機関に対し、輸送すべき人ならびに

輸送すべき場所および期日を示して、被災者の運送を要請するものとする。 

なお、県は、運送事業者である指定公共機関または指定地方公共機関が正当な理

由が無いのに上述の要請に応じないときは、被災者の保護の実施のために特に必要

があるときに限り、当該機関に対し、当該輸送を行うべきことを指示するものとす

る。 

 

５６ 県は、住民等の避難誘導に当たっては、避難対象区域を含む市町に協力し、住

民等に向けて、避難やスクリーニング等の場所の所在、災害の概要、緊急時モニタ

リング結果や参考となる気象情報その他の避難に資する情報の提供に努める。また、
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県は、避難やスクリーニング等の場所の所在、災害の概要等の情報について、原子

力災害現地対策本部等に対しても情報提供する。 
 
 ６７ 県は、国の協力のもと、市町の区域を越えて避難を行う必要が生じた場合は、

受入先の市町に対し、収容施設の供与およびその他の災害救助の実施に協力するよ

う指示する。また、この場合、県は受入先の市町と協議のうえ、要避難区域の市町

に対し避難所となる施設を示す。 

 

 ７８ 県は、市町の区域を越えて避難を行う必要が生じた場合、県内の他の市町への

広域避難については、県独自の放射性物質拡散予測シミュレーションにおいて影響

が少ない市町のうち、高速道路など道路を使った移動が容易であること、および受

入れ可能施設の収容可能人数が一定規模あり、ある程度まとまった受入れが可能で

あることを考慮し、大津市、草津市、甲賀市および東近江市を中心に協議を行い、

状況に応じて他の市町にも協力を求める。 
 
８９ 県は、避難所の確保を図るため、必要に応じて、近隣府県市や関西広域連合に

も応援要請・協力を求めるなど連携の確保に努める。 
また、県域を越える広域的な避難等を要する事態となった場合、県は災害の状況

や緊急時モニタリング結果、気象情報等について総合的に判断し、要請を行う府県

を決定する。 
その際、関西方面に避難する必要があると判断した場合には、原則として大阪府

に対して避難の受入れ要請を行うとともに、その旨を関西広域連合に連絡するもの

とし、中部方面に避難する必要があると判断した場合には、「災害時等の応援に関

する協定書（中部９県１市）」に基づき、応援要請を行う。 
なお、広域避難収容に関する国の支援が必要であると判断した場合には、原子力

災害対策本部等に対して要請を行う。 

 

 ９10 県は、災害の実態に応じて、市町と連携し、飼い主による家庭動物との同行避

難について配慮するものとする。 
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